
 

 
管理代行制度の継続について 

 

 

１ 要旨 

  管理代行制度は、平成 17 年の公営住宅法改正により、管理主体が異なる公営住宅等を

一体的に管理し、公営住宅管理の一層の効率化を図るとともに、地域の実情に応じたき

め細かな入居者の募集・決定などを一体的に行うことで入居者へのサービス向上を図る

ことを目的として創設された。 

県営住宅の管理は、平成 29 年３月 31 日付本審議会における「指定管理者制度から管

理代行制度に移行することが適当である」との答申を受け、平成 31 年度から福岡県住宅

供給公社（以下「公社」という。）による指定管理者制度から管理代行制度へ移行したと

ころである。（管理代行業務委託期間：平成 31 年４月１日～令和６年３月 31 日） 

今年度末に委託期限を迎えることから、管理代行業務の評価を行うとともに、その効果

を検証した。 

今般、それらの結果と令和６年４月１日以降における公社による管理代行制度の継続

について報告するものである。 

 

 

２ 評価結果 事業報告書、現地確認、ヒアリング等を基に業務内容を審査 

 

評価項目 ※１ 評価内容 評価 ※２ 

公共性（公益性）

の確保 

〇公営住宅の住宅セーフティネットとしての役割を十分に理

解し、管理代行の業務が適正に遂行されている。 
Ａ 

施設利用及び 

サ－ビスの向上 

〇入居希望者にとって利便性の高い常時募集を年々拡充

することにより、入居機会を確保している。 

〇夜間休日においても設備の不具合や事故等が発生した

場合に迅速かつ確実な対応がなされている。 

Ａ 

経営（収支）改善  
〇設備等の点検と修繕の一体的実施などにより経費削減

が図られている。 
Ｂ 

職員確保方策 

及び 

健全な財政基盤 

〇人員に過不足が生じないよう職員が配置されている。 

〇本部及び各管理事務所に建築士等有資格者が適切に

配置されている。 

〇経営・資産等の状況は特に問題ない。 

Ｂ 

施設管理上の 

個別事項 

〇修繕の履歴をデータベース化し、県下全域にある県営住

宅を適切に管理している。 

〇施設の安全対策や台風などの危機管理において、十分

な体制を構築している。 

Ｂ 

※１ 管理代行制度を開始するときに定めていた評価項目 

※２ 評価ランク Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：劣る 

   令和５年１０月１１日 

 建築都市部県営住宅課 

 

 

 

３ 管理代行制度による効果 

 

 

 

４ 総合評価 

公社は、県営住宅の住宅セーフティネットとしての役割を十分に理解し、入居希望者

の入居機会の確保やサービスの向上に努め、管理代行業務を適正に遂行している。 

また、公社が業務を一体的に管理することで、実際に入居決定や同居承認等に係る期

間短縮や管理コストの削減等の効果を確認することができた。 

従って、引き続き公社による管理代行制度を継続することが適当であると認められる。 

 

 

５ 今後の予定 

 ・令和５年１１月  公社へ管理代行同意申請依頼 

 ・令和６年 ２月  同意（公営住宅法第 47 条に基づくもの） 

 ・令和６年２～３月 基本協定書等契約締結準備 

 ・令和６年 ４月  管理代行継続（契約締結） 

No. 

答  申  内  容 

実際の効果 
項   目 期待される効果 

1 
期間短縮による 

県民サービスの向上 

入居決定や同居承認等に係

る事務を公社が一体的に処理

することで事務処理期間の短

縮が可能 

・入居決定や同居承認等が、

指定管理時と比較して２～３

週間程度短縮されている。 

2 
安定したサービスの 

提供 

計画的な雇用と人材育成、

蓄積した管理ノウハウの活用

により安定したサービスの提

供が可能 

・入居者資格等、民間賃貸住

宅にはない特殊な入居審査を

滞りなく実施されている。 

・入居者の多様なニーズに対

して、ノウハウを活かし適切

な対応がなされている。 

3 管理コストの削減 

県と公社の管理事務の更な

る一元化により管理コストの

削減が可能 

・120万円/年のコストが削減

された。(人件費及び事務費) 

（注）物価上昇や労務単価の

変動要因を除いたコスト比較 


